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令和３年度決算における地方公共団体の財政の健全化に関する比率 

 

（単位：％） 

実 質 赤 字 比 率 ― （ １３．１６） 

連 結 実 質 赤 字 比 率 ― （ １８．１６） 

実 質 公 債 費 比 率 ２．７ （ ２５．０ ） 

将 来 負 担 比 率 ２１．１ （３５０．０ ） 

資 金 不 足 比 率       

水 道 事 業 会 計       ― （ ２０．０ ） 

公 共 下 水 道 事 業 会 計       ― （ ２０．０ ） 

農業集落排水事業特別会計       ― （ ２０．０ ） 

備考 

 １ 実質赤字額、連結実質赤字額又は資金不足額がない場合及び実質公債費

比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「－」を記載しています。 

 ２ 令和３年度決算に基づく幸手市の早期健全化基準（資金不足比率におい

ては経営健全化基準）を括弧内に記載しています。 


